
■FX 労組 110－23    エクスプレス       2012 年 1 月 1 日  

 

 

 

 

 
 
 
 

          不利益変更裁判  判決を待つ              
不利益変更裁判も１２月２１日結審となりました。応援傍聴のご協力ありがとうございました。いよいよ判決を待つばかりとなりまし

た。判決は３月２１日（水） 東京地裁 ６０３号法廷 13：10 からです。最後に多数の傍聴参加をお願いします。 

                    ２０１２春闘 方針（案） 決まる                   

■シンプルでわかりやすい要求を目指す！ 

２０１２春闘に向けて中央執行部では要求方針（案）を「シンプルでわかりやすい要求を目指す！」とし、いくつかの骨子を作成し取り

組みをしていきます。 

*要求を絞り込む。 

今の会社は諸手当の要求などの同時要求に対し「応じられない」という回答を繰り返し、前向きな対応をまったくしておりません。執行部

は、状況を前進させるために要求を絞り込み、会社との交渉で優先事項を徹底して要求して行きます。ペイスケールの上限による頭打ちの

解消、一時金の二重査定問題と一点の違いで非常に大きな金額の差が出来る問題の解消を要求して行きます。 

*継続的に要求して行く。 

２０１３年問題では年金の空白を作らせない、また三手当（家族、住宅、年功）復活の要求を一年掛けて継続的に要求して行きます。 

*会社の予算編成に合わせてじっくり協議をして回答を引き出す。そのためには回答指定日を設定しない。 

会社の会計年度が日本の一般企業とズレている事から、回答指定日の形骸化が懸念されていましたが、来春闘では会社の予算編成の時期に

照準を合わせ今まで空白の状態に近かったズレの期間を会社との交渉期間とし、組合要求に対する会社の回答を引き出して行きます。 

*ジャパン社の組合員数が大幅に増加しています。今後ますますの増員を目指すためにもジャパン社独特の要求を盛り込んでいくつもりで

す。 

*アンケートにご協力お願いします。 

これまで同様、アンケートによる組合員の皆さんの意見を重視し、これを反映させた要求を会社側と交渉していきます。アンケートの期間

は１月１１日から１月２８日までです、 

アンケート結果の数字が交渉に当たる執行部の力になります。ご協力よろしくお願いします。                                    
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今後の主な日程 

1 月 11 日～１月２８日  2012 春闘/一時金 アンケート 

1 月 30 日  アンケート結果集計 

2 月 7 日    中央執行部会議 / 議案書作成 
2 月 13 日～2 月 17 日  オルグ 
2 月 26 日  臨時大議員総会  13：00～ （会場未定） 
      大沢元委員長の定年を祝う会 （会場/時間未定） 
3 月 21 日  不利益変更裁判判決  13：10～ 東京地裁 603 号法廷 
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